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第３章 重 要 水 防 箇 所 

第１節 河川関係重要水防箇所 

箇所数 延長（ｍ）箇所数 延長（ｍ）箇所数 延長（ｍ） 箇所数 延長（ｍ）箇所数 延長（ｍ）

7 3,110 16 15,320 80 32,145 2 377 98 47,842

6 4,500 22 20,220 114 247,440 0 0 136 267,660

0 0 8 13,200 33 102,020 0 0 41 115,220

0 0 21 11,650 41 18,021 3 379 65 30,050

5 2,750 25 37,893 53 108,878 11 3,030 89 149,801

0 0 5 3,240 42 79,770 0 0 47 83,010

9 10,620 44 30,328 267 234,817 8 5,970 319 271,115

3 90 30 11,715 32 29,289 0 0 62 41,004

20 5,546 78 40,154 123 82,657 4 2,940 205 125,751

12 26,540 45 58,500 35 37,150 4 400 84 96,050

4 660 13 7,860 106 128,170 0 0 119 136,030

0 0 65 140,130 112 190,671 7 3,030 184 333,831

3 2,200 8 4,480 53 39,740 0 0 61 44,220

0 0 72 24,895 228 190,407 0 0 300 215,302

69 56,016 452 419,585 1,319 1,521,175 39 16,126 1,810 1,956,886

糸魚川地域振興局

佐渡地域振興局

計

新潟地域振興局
津川地区振興事務所

新潟地域振興局
地域整備部

三条地域振興局

長岡地域振興局

魚沼地域振興局

十日町地域振興局

南魚沼地域振興局

柏崎地域振興局

上越地域振興局

新発田地域振興局

重点 A B細別

新潟地域振興局
新津地域整備部

重　　要　　水　　防　　箇　　所
計

事務所名

村上地域振興局

要注意

区分

 

 

 

箇所数 延長（ｍ）箇所数 延長（ｍ）箇所数 延長（ｍ） 箇所数 延長（ｍ）箇所数 延長（ｍ）

8 4,003 0 0 22 11,444 5 2,699 27 14,143

45 8,471 45 9,111 105 35,507 35 16,454 185 61,072

75 13,679 28 3,570 266 82,875 34 16,993 328 103,438

12 556 89 9,816 573 127,962 48 8,438 722 146,216

1 1,280 1 1,280 43 35,149 2 318 46 36,747

141 27,989 163 23,777 1,009 292,937 124 44,902 1,296 361,616

計
細別 重点 A B 要注意

信濃川下流河川事務所

信濃川河川事務所

高田河川国道事務所

計

区分 重　　要　　水　　防　　箇　　所

事務所名

羽越河川国道事務所

阿賀野川河川事務所

 

 

(注)重要水防箇所の重点、Ａ、Ｂ、要注意については、資料６（「参①-6-2」頁）の重要水防箇所の評定基準による。ま

た、当該箇所の事務所別内訳は資料６の記載のとおり。 
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第２節 海岸関係重要水防箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) Ａ、Ｂ、Ｃ区分については、資料 6（「参①-6-146」頁）の重要水防箇所の評定基準による。 

   また、当該箇所の事務所別内訳は資料 6の記載のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 重　要　水　防　箇　所

細分

事務所名 箇所 延長（ｍ） 箇所 延長（ｍ） 箇所 延長（ｍ） 箇所 延長（ｍ）

村 上 地 域 振 興 局 4 1,162 8 1,737 19 12,026 31 14,925

新発田地域振興局 0 0 2 1,040 6 3,970 8 5,010

新 潟 地 域 振 興 局 0 0 0 0 2 3,124 2 3,124

長 岡 地 域 振 興 局 0 0 1 120 1 1,000 2 1,120

柏 崎 地 域 振 興 局 4 3,120 6 6,200 5 5,040 15 14,360

上 越 地 域 振 興 局 11 11,485 8 5,200 14 6,643 33 23,328

糸魚川地域振興局 2 1,515 9 12,150 12 14,890 23 28,555

佐 渡 地 域 振 興 局 9 3,102 37 13,838 26 9,293 72 26,233

計 30 20,384 71 40,285 85 55,986 186 116,655

Ａ Ｂ Ｃ
計



 ３－3 

第３節 水防上巡視を必要とする構造物箇所 

1 1 2

1 12 10 23

1 1

1 1 2 4

1 1

3 3

2 2

2 15 17 0 2 36

0

7 7

1 16 17

18 29 47

1 35 18 1 55

1 54 70 0 1 126

3 69 87 0 3 162

床固 その他

三 条 地 域 振 興 局

長 岡 地 域 振 興 局

区分

事務所名 取水堰 樋門、樋管

計

南 魚 沼 地 域 振 興 局

上 越 地 域 振 興 局

羽 越 河 川 国 道事 務所

阿 賀 野 川 河 川事 務所

信濃川下流河川事務所

佐 渡 地 域 振 興 局

計

巡　視　を　必　要　と　す　る　構　造　物

小　　計

小　　計

信 濃 川 河 川 事 務 所

高 田 河 川 国 道事 務所

新 発 田 地 域 振 興 局

新 潟 地 域 振 興 局
地 域 整 備 部

橋梁細分

 

(注) 当該箇所の事務所別内訳は資料６の記載のとおり。 


